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平成30年
第5回定例会

児童発達支援センター条例を可決
平 成 3 0 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 を 可 決

定例会の経過

川越市マスコットキャラクター ときも川越市マスコットキャラクター ときも

4 月 1日開設予定の児童発達支援センター

平成 31 年 1 月 25 日発行

＜11月＞	
２９日　…決議１件採決　市政報告…

議案22件上程
＜12月＞	
　4日　議案質疑
　5日　議案質疑
　7日　一般質問
１０日　一般質問
１１日　一般質問
１２日　…一般質問　議案１件上程…

議員提出議案１件採決

１３日　４常任委員会
１７日　特別委員会
１８日　特別委員会
１９日　特別委員会
２１日　…請願１件　議案23件　

採決　議案８件上程…
議案８件　人事案件３件
意見書１件　決議４件…
採決…
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３４件の市長提出議案を審議しました。
各議案への質疑については、４～７ページ
を、討論は、７～８ページをご覧ください。
採決の結果は３ページの議決結果一覧表を
ご覧ください。

市
長
提
出
議
案

○制定の趣旨
　川越市立あけぼの児童園および川越市立ひかり児童
園の事業を継続するとともに、利用者の支援機能をさ
らに充実させた新たな児童発達支援センターを設置す
るため、川越市児童発達支援センター条例を制定しよ
うとするものです。
○制定の内容
　次の掲げる事項について定めようとするものです。
　⑴設置の趣旨
　⑵名称および位置ならびに事業
　⑶定員、利用者の範囲および利用手続き等
　⑷費用負担等
　⑸その他管理および運営に関し必要な事項
○施行期日等
　⑴施行期日
　平成３１年４月１日としようとするものです。
　⑵その他
　川越市立あけぼの児童園設置及び管理条例および川
越市立ひかり児童園条例を廃止しようとするものです。

　　補正予算額　　　　　　３億６３３３万７千円
　　（補正後予算額　１１４２億３５万円）
【主な内容】
○水害対策関連事業� ４１５０万円
　水位などの状況を確認しやすい位置に公開用監視カ
メラを新たに設置するとともに、江川流域都市下水路
に隣接する道路の復旧工事に着手します。
○南古谷保育園園舎新築工事〔債務負担行為の補正〕�
　平成３２年４月の新園舎開園に向けて、早期に工事
に着手する必要があるため、債務負担行為（３億円）
を設定します。
※�「債務負担行為」とは、次年度以降の支出について、あらか
じめその内容を予算の一部として定めておくものです。
○継続費の補正
　事業期間および事業費の見直しに伴い、継続費の補
正を行います。
①脇田歩道橋耐震化事業
　期間を平成３０年度から２年間を４年間に、総額を
２０００万円増の４億６６００万円に変更。
②旧川越織物市場整備事業
　期間を平成２９年度から３年間を４年間に、総額を
９２９０万円増の６億８４３０万円に変更。
※�「継続費」とは、履行に複数年度を要する事業等について、
経費の総額および各年度の年割額を定めておくものです。

児童発達支援センター条例

一般会計補正予算

○廃止の趣旨
　公共事業への資金の貸し付けを目的とする川越
市公共事業資金貸付基金の維持の必要性が低下し
ているため、当該基金に属する現金を川越市公共
施設マネジメント基金に繰り入れ、川越市公共事
業資金貸付基金条例を廃止しようとするものです。�
○施行期日
　公布の日としようとするものです。

公共事業資金貸付基金条例の廃止条例

○制定の趣旨
　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律に
よる就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律の一部改正により、
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認
定等の事務および権限が都道府県から中核市に移
譲されるため、川越市幼稚園型認定こども園、保
育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園
の認定の要件を定める条例を制定しようとするも
のです。
○制定の内容
　幼稚園型、保育所型および地方裁量型の認定こ
ども園を認定するに当たり必要な施設の整備およ
び運営に関する基準について規定しようとするも
のです。
○施行期日
　平成３１年４月１日としようとするものです。

幼稚園型、保育所型及び地方裁量型
認定こども園の認定要件を定める条例
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●全員一致で可決した議案
議案番号 議　　案　　名 議案番号 議　　案　　名

決議 2 川越地区消防組合のあり方に関する決議 議案116 平成３０年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
議員提出議案３ 川越市議会会議規則の一部を改正する規則 議案118 平成３０年度川越市水道事業会計補正予算（第１号）

請願 4
国に対して「放課後児童クラブの職員配置基準等の堅
持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見
書」の提出を求める請願書

議案119 平成３０年度川越市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

議案 98 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例 議案120 訴えの提起

議案 99 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例 議案121
川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一
般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
の一部を改正する条例

議案100 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例 議案123 平成３０年度川越市一般会計補正予算（第４号）

議案101 川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園�及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例 議案124 平成３０年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案104 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 議案125 平成３０年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算（第１号）

議案105 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議案126 平成３０年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

議案106 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例の一部を改正する条例 議案127 平成３０年度川越市水道事業会計補正予算（第２号）

議案107 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例 議案128 平成３０年度川越市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

議案108 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例 同意 7 教育委員会委員の任命につき同意を求めること�
� 〈梶川牧子�氏〉　

議案110 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定 同意 8 監査委員の選任につき同意を求めること�
� 〈大泉一夫�氏〉　

議案111 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定 同意 9 農業委員会委員の任命につき同意を求めること�
� 〈矢部操�氏〉　　

議案112 川越市芳野台体育館の指定管理者の指定 意見書 3 放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後
児童支援員等の処遇改善を求める意見書

議案113 川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の指定 決議 3 川越市議会のハラスメント根絶に関する決議
議案115 平成３０年度川越市一般会計補正予算（第３号）
＊議長は採決に加わっておりません　　　　＊同意８および同意９は、議案に関係する議員1人は採決に加わっておりません。

議案議決結果一覧表

●賛否が分かれた議案� 　○……賛成　　×……反対　　△……退席

議　 案
番　 号

議　　案　　名
議　決�
結　果

会派等の賛否
自
由
民
主
党

公
明
党

日
本
共
産
党

や
ま
ぶ
き
会

政
晴
会

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

立
憲
・
国
民

無
所
属
の
会

10人 6人 5人 4人 3人 ３人 ２人 ２人

議案102 川越市児童発達支援センター条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案103 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案109 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案114 訴えの提起 原案可決 ○ ○ ※１ ○ ○ ○ ○ ○

議案117 平成３０年度川越市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

議案122 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

決議 4 海沼秀幸議員に対する問責決議 原案可決 ※2 ○ ○ × × ※３ ○ ○

決議 5 樋口直喜議員に対する問責決議 原案可決 ※４ ○ ○ × ※５ ※３ ○ ○

決議 6 小高浩行議員に対する問責決議 原案可決 ※６ ○ ○ ※５ △ ○ ○ ○
＊議長は採決に加わっておりません
※１…賛成４人、退席１人　　　　※２…議案に関係する議員１人は採決に加わっておりません。反対３人、退席６人
※３…賛成２人、退席１人　　　　※４…反対４人、退席６人
※５…議案に関係する議員１人は採決に加わっておりません。反対２人　　　　※６…賛成4人、反対1人、退席5人



平成31年1月25日発行 （4）議 会 だ よ り

21

本
会
議
に
お
け
る

議

　
案

　
質

　
疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

図
書
館
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
議
会
事

務
局
／
情
報
公
開
窓
口（
東
庁
舎
）

川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
図
書
館
等
で

2
月
下
旬
頃
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

本
会
議
に
お
け
る

　
議

案

質

疑

　
　
　
　
　【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

問
基
金
条
例
を
廃
止
し
て
、

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基

金
に
積
み
立
て
る
理
由
は
。

答
公
共
事
業
は
財
源
と
し
て

借
入
金
を
活
用
す
る
が
、
民

間
金
融
機
関
等
か
ら
低
利
で

多
様
な
資
金
調
達
が
可
能
で

あ
り
、
公
共
事
業
資
金
貸
付

基
金
か
ら
の
資
金
調
達
の
必

要
性
は
低
下
し
て
い
る
。
一

方
、
今
後
の
本
市
の
社
会
資

本
整
備
で
は
、
公
共
施
設
の

計
画
的
な
保
全
と
更
新
が
重

要
で
あ
り
、
市
が
保
有
し
て

い
る
資
金
を
さ
ら
に
効
果
的

に
活
用
す
る
た
め
公
共
施
設

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基
金
に
積
み

立
て
る
も
の
で
あ
る
。

問
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な

い
基
金
は
他
に
あ
る
か
。

答
長
年
活
用
さ
れ
て
い
な
い

主
な
基
金
は
、
緑
の
基
金
で
、

基
金
設
置
以
降
、
活
用
実
績

は
な
い
。
こ
の
他
、
市
有
林

維
持
基
金
は
木
材
価
格
の
低

迷
等
で
、
基
金
運
用
に
よ
る

収
益
を
生
み
出
せ
て
い
な
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
条
例
廃
止
と
な
っ
て
も
財

源
確
保
に
影
響
は
な
い
か
。

答
公
共
事
業
は
低
利
で
多
様

な
資
金
調
達
が
可
能
で
あ
る
。

貸
付
対
象
事
業
に
対
し
て
繰

出
金
や
補
助
金
の
支
出
に
よ

る
財
政
支
援
の
仕
組
み
を
設

け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
影
響

は
な
い
と
考
え
る
。

問
今
後
、
重
要
な
水
道
管
や

公
共
下
水
道
管
の
更
新
を
ど

の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

答
内
部
留
保
資
金
の
活
用
や

財
政
融
資
資
金
の
借
り
入
れ

等
に
よ
り
、
計
画
的
に
更
新

を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

問
こ
の
基
金
を
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
基
金
に
積
み
立

て
る
こ
と
で
市
が
進
め
る
公

共
事
業
へ
の
影
響
は
。

答
公
共
事
業
資
金
貸
付
基
金

は
、
市
が
直
接
実
施
す
る
公

共
事
業
に
は
活
用
で
き
な
い

が
、
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
基
金
へ
の
積
み
立
て
に
よ

り
、
公
共
施
設
の
保
全
・
更

新
に
市
が
必
要
に
応
じ
直
接

活
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

基
金
の
積
立
額
は
い
く
ら
か
。

答
公
共
事
業
資
金
貸
付
基
金

の
廃
止
に
伴
う
繰
入
金
を
含

め
、
平
成
30
年
度
末
の
積
立

額
は
、
４
億
４
７
８
５
万
７

５
８
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

問
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
の
進
捗
状
況
は
。

答
個
々
具
体
の
施
設
の
取
り

組
み
内
容
を
定
め
る
個
別
施

設
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い

る
。
対
象
施
設
が
多
岐
に
わ

た
る
こ
と
か
ら
、
小
中
学
校
、

市
民
セ
ン
タ
ー
、
保
育
園
の

３
つ
の
施
設
類
型
を
先
行
し

て
検
討
し
た
。
平
成
30
年
度

は
、
各
施
設
所
管
課
と
共
に

検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

を
組
織
し
検
討
を
進
め
る
な

ど
、
全
庁
的
な
対
応
と
し
て

策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答
今
後
は
、
施
設
ご
と
の
具

体
的
な
取
り
組
み
を
定
め
た

個
別
施
設
計
画
を
、
平
成
32

年
度
ま
で
に
策
定
す
る
。

議
案
第
９
８
号

公
共
事
業
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
廃
止
条
例

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
自
由
民
主
党
】【
日
本
共
産
党
】

問
今
回
の
権
限
移
譲
に
よ
り

認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
が

促
進
さ
れ
た
場
合
、
利
用
者

に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
。

答
施
設
数
が
増
え
れ
ば
選
択

肢
が
広
が
り
、
送
迎
の
負
担

も
軽
減
さ
れ
る
。
保
護
者
は

就
労
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
利

用
で
き
、
園
児
は
異
年
齢
の

子
ど
も
と
交
流
を
持
て
る
。

問
待
機
児
童
の
解
消
は
期
待

で
き
る
の
か
。

答
今
回
の
権
限
移
譲
に
よ
り
、

認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
の

相
談
に
対
し
、
き
め
細
や
か

な
対
応
が
可
能
に
な
る
と
考

え
て
お
り
、
移
行
が
促
進
さ

れ
保
育
の
受
け
皿
が
拡
充
さ

れ
れ
ば
、
待
機
児
童
の
減
少

に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

問
県
か
ら
の
権
限
移
譲
に
よ

る
今
後
の
見
通
し
は
。

答
市
が
相
談
窓
口
と
な
る
こ

と
で
、
認
定
こ
ど
も
園
に
係

る
４
類
型
に
つ
い
て
一
体
的

に
相
談
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
、
移
行
の
相
談
が
増
え
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
認
定
こ
ど
も
園
に
対
す
る

市
の
考
え
を
伺
う
。

答
認
定
こ
ど
も
園
は
幼
稚
園

と
保
育
園
の
良
さ
を
併
せ
持

つ
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

利
用
者
に
と
っ
て
の
選
択
が

増
え
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　ま
た
、
幼
稚
園
か
ら
認
定

こ
ど
も
園
に
移
行
す
る
場
合

は
、
施
設
の
大
規
模
な
改
修

を
行
う
こ
と
な
く
保
育
機
能

の
定
員
増
加
を
行
え
る
場
合

も
あ
り
、
厳
し
い
財
政
状
況

の
下
、
待
機
児
童
対
策
の
一

環
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
と

考
え
る
た
め
、
幼
稚
園
か
ら

認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
を

推
進
し
て
い
き
た
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
子

ど
も
の
利
用
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
か
。

答
利
用
す
る
児
童
の
安
全
等

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
施
設
に
お
け
る
設
備
や

議
案
第
１
０
１
号

幼
稚
園
型
、保
育
所
型
及
び
地
方
裁
量
型

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
を
定
め
る
条
例

【
公
明
党
】【
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
】【
日
本
共
産
党
】
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と
協
議
を
進
め
て
い
く
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
専
門
性
の
高
い
業
務
が
多

く
臨
床
心
理
士
な
ど
の
人
材

も
必
要
だ
が
、
職
員
体
制
に

つ
い
て
条
例
に
規
定
す
る
必

要
は
な
い
の
か
。

答
本
条
例
は
、
公
の
施
設
と

し
て
の
設
置
や
そ
の
管
理
に

関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
も

の
で
あ
り
、
職
員
体
制
等
の

運
営
面
に
係
る
規
定
は
規
則

等
で
定
め
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
職
の
設
置
に
係
る
規

定
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検

討
し
て
い
き
た
い
。

問
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

の
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
に
つ

い
て
伺
う
。

答
新
た
な
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
は
、
相
談
支
援
機
能
、

地
域
支
援
機
能
、
通
所
支
援

機
能
の
３
つ
を
柱
と
し
て
事

業
を
進
め
て
い
く
。
障
害
の

あ
る
児
童
や
家
族
が
必
要
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

地
域
の
保
育
所
や
幼
稚
園
、

地
域
療
育
セ
ン
タ
ー
、
医
療

機
関
、
民
間
通
所
支
援
事
業

所
等
と
連
携
し
て
い
き
た
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
費
用
負
担
に
つ
い
て
ど
の

相
談
支
援
や
言
語
訓
練
等
の

個
別
支
援
で
継
続
的
に
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
く
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
施
設
の
新
築
移
転
に
当
た

り
、
利
用
者
の
保
護
者
等
に

は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に

説
明
を
行
っ
て
き
た
の
か
？

答
保
護
者
会
や
施
設
整
備
の

説
明
会
な
ど
の
意
見
交
換
や

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
新

施
設
へ
の
要
望
等
を
聴
き
、

で
き
る
限
り
基
本
計
画
や
設

計
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
て

き
た
。
事
業
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
も
保
護
者
会
の
場
で

逐
次
報
告
を
行
っ
て
き
た
。

問
開
園
に
向
け
て
の
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

答
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に

指
定
申
請
が
必
要
と
な
り
、

申
請
に
当
た
っ
て
は
、
実
施

事
業
を
規
定
し
た
条
例
等
を

提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
条

例
が
可
決
さ
れ
た
の
ち
、
児

童
発
達
支
援
お
よ
び
保
育
所

等
訪
問
支
援
に
つ
い
て
は
、

県
と
協
議
を
進
め
て
い
く
。

障
害
児
相
談
支
援
、
計
画
相

談
支
援
お
よ
び
基
本
相
談
支

援
に
つ
い
て
は
、
市
関
係
課

問
従
来
の
あ
け
ぼ
の
・
ひ
か

り
児
童
園
の
事
業
と
比
較
し

て
充
実
が
図
ら
れ
る
事
業
は
。

答
通
園
に
よ
る
児
童
発
達
支

援
以
外
に
、
新
規
に
、
集
団

生
活
適
応
の
た
め
の
保
育
所

等
訪
問
支
援
、
心
身
の
発
達

や
障
害
に
関
す
る
基
本
相
談

支
援
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
を
支
援
す
る
障
害
児
相
談

支
援
お
よ
び
計
画
相
談
支
援

な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
で
、

地
域
を
支
援
す
る
機
能
の
充

実
等
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

問
障
害
児
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い
段
階
の
子
ど
も
や
そ
の

保
護
者
の
利
用
は
。

答
児
童
発
達
支
援
や
保
育
所

等
訪
問
支
援
の
利
用
に
は
、

障
害
児
通
所
給
付
決
定
が
必

要
で
あ
り
、
障
害
者
手
帳
や

医
師
の
診
断
書
等
に
よ
る
確

認
を
要
す
る
が
、
発
達
等
が

気
に
な
る
段
階
の
場
合
に
は
、

よ
う
に
検
討
し
た
の
か
。

答
庁
内
の
検
討
組
織
で
計
７

回
会
議
を
開
催
し
検
討
し
た
。

法
定
サ
ー
ビ
ス
は
基
準
算
定

額
に
よ
り
費
用
を
求
め
、
市

単
独
事
業
は
無
料
と
し
た
。

問
市
民
や
利
用
者
の
声
を
ど

の
よ
う
に
反
映
さ
せ
た
の
か
。

答
利
用
者
や
施
設
職
員
、
有

識
者
に
意
見
を
聴
き
、
施
設

整
備
計
画
を
策
定
し
た
。
主

な
内
容
は
、
児
童
が
過
ご
す

指
導
室
や
遊
戯
室
を
南
向
き

の
１
階
に
配
置
し
た
こ
と
、

現
行
よ
り
多
い
言
語
聴
覚
室

や
訓
練
室
、
立
位
や
座
位
が

困
難
な
児
童
の
た
め
の
床
暖

房
の
整
備
な
ど
で
あ
る
。

問
新
た
な
施
設
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
る
効
果
を
伺
う
。

答
狭
あ
い
化
し
た
施
設
の
改

善
等
が
図
ら
れ
、
送
迎
等
の

利
便
性
が
向
上
す
る
。
さ
ら

に
、
新
た
な
地
域
支
援
の
事

業
で
関
係
機
関
と
の
連
携
を

進
め
る
こ
と
で
、
障
害
児
支

援
環
境
の
充
実
が
図
ら
れ
る
。

０
０
円
増
。
50
代
夫
婦
と
子

ど
も
２
人
の
４
人
家
族
で
は
、

所
得
１
０
０
万
円
で
１
万
１

０
０
円
増
、
所
得
２
０
０
万

円
で
１
万
９
７
０
０
円
増
、

所
得
３
０
０
万
円
で
２
万
８

１
０
０
円
の
増
で
あ
る
。

問
市
は
国
に
対
し
ど
の
よ
う

な
要
望
を
し
て
い
る
の
か
。

答
国
保
へ
の
国
庫
負
担
の
一

層
の
増
額
、
毎
年
約
３
４
０

０
億
円
の
公
費
投
入
、
子
ど

も
に
係
る
均
等
割
保
険
料
軽

減
制
度
創
設
等
を
要
望
し
た
。

問
国
保
加
入
者
の
所
得
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
平
成
30
年
度
の
当
初
課
税

で
被
保
険
者
１
人
当
た
り
の

総
所
得
金
額
は
、
89
万
４
７

８
７
円
、
１
世
帯
当
た
り
１

４
０
万
９
９
３
７
円
で
あ
る
。

問
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
は
ど
う

増
額
と
な
る
の
か
。

答
50
代
夫
婦
２
人
家
族
で
は
、

所
得
１
０
０
万
円
で
９
９
０

０
円
増
、
所
得
２
０
０
万
円

で
１
万
７
３
０
０
円
増
、
所

得
３
０
０
万
円
で
２
万
３
３

議
案
第
１
０
３
号

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

職
員
体
制
に
つ
い
て
配
慮
し
、

児
童
の
発
達
に
応
じ
た
保
育

を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

保
護
者
へ
の
支
援
が
必
要
な

場
合
は
、
保
護
者
と
の
連
絡

を
密
に
す
る
こ
と
や
、
必
要

な
支
援
が
行
え
る
よ
う
関
係

機
関
と
連
携
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
と
考
え
る
。

問
認
定
こ
ど
も
園
は
、
自
己

評
価
、
外
部
評
価
の
公
表
等

を
通
じ
て
教
育
お
よ
び
保
育

の
質
の
向
上
に
努
め
る
と
あ

る
が
、
評
価
に
お
け
る
施
設

側
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答
自
己
評
価
に
つ
い
て
は
、

客
観
性
が
保
た
れ
な
い
こ
と
、

外
部
評
価
に
つ
い
て
は
、
施

設
を
選
択
す
る
際
の
基
準
と

な
り
、
入
所
申
請
等
の
偏
在

化
の
懸
念
が
デ
メ
リ
ッ
ト
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。

議
案
第
１
０
２
号

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
】

【
日
本
共
産
党
】
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問
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の

技
術
管
理
者
の
要
件
に
位
置

付
け
ら
れ
た
専
門
職
大
学
は

ど
う
い
う
経
緯
で
つ
く
ら
れ

た
の
か
。

答
社
会
情
勢
が
目
ま
ぐ
る
し

く
変
化
し
、
課
題
も
複
雑
化

し
て
い
く
中
、
我
が
国
が
成

長
・
発
展
を
維
持
し
て
い
く

た
め
に
は
優
れ
た
専
門
技
能

を
持
っ
て
、
新
た
な
価
値
を

創
造
す
る
専
門
職
業
の
人
材

の
養
成
が
不
可
欠
と
の
内
容

を
踏
ま
え
、
専
門
性
が
求
め

問
本
川
越
駅
西
口
地
区
の
最

低
敷
地
面
積
を
１
０
０
㎡
以

上
と
し
た
理
由
を
伺
う
。

答
地
区
内
に
は
、
細
街
路
も

多
く
、
関
係
地
権
者
と
の
勉

強
会
等
を
重
ね
て
検
討
し
た

結
果
、
ゆ
と
り
あ
る
土
地
利

用
を
図
る
た
め
の
基
準
と
し

て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

問
本
川
越
駅
西
口
地
区
に
接

ら
れ
る
職
業
を
担
う
た
め
の

実
践
的
か
つ
応
用
的
な
能
力

を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
け
ら
れ
た
。

問
専
門
職
大
学
は
設
置
基
準

が
あ
い
ま
い
で
産
学
一
体
が

懸
念
さ
れ
る
が
、
条
例
改
正

に
つ
い
て
の
市
の
見
解
は
。

答
よ
り
多
く
の
人
材
確
保
が

図
れ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

法
改
正
で
専
門
知
識
を
培
っ

た
人
材
が
育
成
さ
れ
、
廃
棄

物
施
設
の
安
定
し
た
維
持
管

理
の
継
続
を
期
待
し
て
い
る
。

す
る
信
号
機
の
設
置
に
つ
い

て
の
考
え
を
伺
う
。

答
信
号
機
設
置
は
交
差
点
の

安
全
を
確
保
す
る
上
で
、
有

効
な
施
策
と
し
て
認
識
し
て

い
る
。
設
置
に
向
け
て
関
係

機
関
と
協
議
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
増
形
産
業
団
地
内
の
最
低

敷
地
面
積
が
１
万
㎡
と
広
い
。

る
修
繕
は
。

答
主
に
床
面
や
屋
根
の
塗
装
、

雨
ど
い
修
繕
を
実
施
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
外
壁
や
屋
根
、

床
材
に
劣
化
が
見
ら
れ
、
計

画
的
に
改
修
を
進
め
た
い
。

問
利
用
者
数
の
推
移
は
。

答
平
成
25
年
度
１
万
６
８
７

１
人
、
平
成
26
年
度
１
万
８

５
０
１
人
、
平
成
27
年
度
１

万
９
４
７
１
人
、
平
成
28
年

度
１
万
９
９
４
６
人
、
平
成

29
年
度
２
万
１
７
７
人
で
、

市
民
の
サ
ー
ク
ル
活
動
、
団

体
、
近
隣
企
業
の
利
用
者
が

増
え
て
い
る
。

議
案
第
１
０
４
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
生
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
１
号

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
西
後
楽
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
２
号

芳
野
台
体
育
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定

【
立
憲・国
民
】

議
案
第
１
１
３
号

中
高
年
齢
労
働
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定

【
立
憲・国
民
】

議
案
第
１
０
５
号

地
区
計
画
区
域
内
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

し
、
集
団
で
入
居
す
る
ケ
ー

ス
も
想
定
可
能
で
あ
り
、
そ

う
し
た
公
募
条
件
の
設
定
に

つ
い
て
県
と
共
に
検
討
す
る
。

市
内
に
は
中
小
企
業
が
多
く

複
数
の
企
業
が
集
ま
る
組
合

は
対
象
と
な
る
の
か
伺
う
。

答
中
小
企
業
が
組
合
を
結
成

後
楽
会
館
一
つ
と
な
る
が
、

市
の
目
指
す
高
齢
者
福
祉
は
。

答
平
成
30
年
３
月
に
策
定
し

た
「
す
こ
や
か
プ
ラ
ン
・
川

越
」
に
基
づ
き
、
介
護
予
防

の
視
点
を
重
視
し
た
川
越
ら

し
い
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
ま
た
、
社
会
状
況
の
変

化
や
新
た
な
ニ
ー
ズ
等
に
対

応
し
て
い
く
た
め
、
既
存
の

サ
ー
ビ
ス
の
効
果
を
検
証
し

て
い
く
こ
と
も
重
要
だ
と
考

え
て
い
る
。

法
人
を
合
併
し
た
財
団
法
人

川
越
市
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
を
指
定
し
、
平

成
23
年
度
、
平
成
26
年
度
に

指
定
し
て
き
た
。

問
老
朽
化
に
伴
い
必
要
と
な

権
利
義
務
お
よ
び
職
員
を
引

き
継
い
だ
団
体
で
あ
る
こ
と
、

良
好
な
管
理
運
営
を
行
っ
て

い
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
し
た
。

問
指
定
管
理
予
定
者
の
財
団

法
人
が
実
施
し
て
い
る
事
業

は
。

答
婚
活
支
援
イ
ベ
ン
ト
、
慶

弔
給
付
、
健
康
ハ
イ
キ
ン
グ

ツ
ア
ー
、
人
間
ド
ッ
ク
利
用

補
助
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

バ
ス
ツ
ア
ー
、
宿
泊
補
助
な

ど
、
勤
労
者
の
福
祉
向
上
に

資
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

問
西
後
楽
会
館
の
施
設
が
地

域
に
あ
る
こ
と
の
意
義
は
。

答
高
齢
者
等
の
健
康
増
進
、

教
養
の
向
上
お
よ
び
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
設

置
さ
れ
、
そ
の
目
的
を
果
た

し
て
き
た
。
老
人
ク
ラ
ブ
総

会
等
で
は
、
市
西
側
地
域
に

限
ら
ず
広
く
利
用
さ
れ
て
き

た
。
今
後
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
生
き
が
い
づ
く
り
や
介
護

予
防
に
取
り
組
み
、
効
果
的

な
施
設
運
営
が
期
待
で
き
る
。

問
東
後
楽
会
館
を
廃
止
し
西

問
芳
野
台
体
育
館
に
お
け
る

指
定
管
理
の
経
過
は
。

答
平
成
18
年
度
に
財
団
法
人

川
越
労
働
福
祉
協
会
を
指
定

し
、
平
成
20
年
度
に
も
指
定

し
た
。
平
成
22
年
度
か
ら
同

問
老
朽
化
に
伴
い
必
要
と
な

る
修
繕
は
。

答
主
に
屋
根
防
水
、
更
衣
室

や
空
調
設
備
の
改
修
、
電
源

設
備
修
繕
、
照
明
器
具
修
繕

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
外
壁
や
屋
根
、
内
装

や
建
具
、
受
変
電
設
備
や
受

水
槽
の
改
修
も
必
要
で
あ
る
。

問
指
定
管
理
者
を
非
公
募
と

し
た
理
由
は
。

答
当
該
施
設
の
管
理
運
営
の

た
め
に
市
が
設
立
し
た
法
人

を
合
併
し
た
こ
と
に
よ
り
、

ラージボールを楽しむ人たち
通常よりも大きなボールを使用する卓球です
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議
案
第
１
１
７
号

平
成
30
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
４
号

訴
え
の
提
起【公

明
党
】

議
案
第
１
１
５
号

平
成
　
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】【
政
晴
会
】

30

の
環
境
整
備
と
し
て
、
水
位

の
状
況
や
変
化
等
を
把
握
す

る
た
め
の
目
安
と
な
る
水
位

計
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
土
木
管
理
費
お
よ
び
道
路

橋
り
ょ
う
費
を
合
計
し
た
月

別
の
時
間
外
勤
務
手
当
執
行

額
は
。

答
平
成
30
年
４
月
勤
務
分
は
、

約
６
６
９
万
円
、
５
月
分
は
、

約
５
２
６
万
円
、
６
月
分
は
、

約
５
９
８
万
円
、
７
月
分
は
、

約
７
６
２
万
円
、
８
月
分
は
、

約
５
４
１
万
円
、
９
月
分
は
、

約
６
４
９
万
円
、
10
月
分
は
、

約
５
９
６
万
円
で
あ
る
。

問
時
間
外
勤
務
手
当
の
額
か

ら
も
、
時
間
外
勤
務
が
常
態

化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

時
間
外
勤
務
縮
減
に
向
け
、

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点

を
踏
ま
え
た
人
員
配
置
の
考

え
方
を
伺
う
。

答
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を

招
か
な
い
よ
う
、
組
織
と
し

て
応
援
体
制
を
と
り
、
各
職

場
の
業
務
内
容
や
長
時
間
勤

務
の
実
施
状
況
等
を
把
握
す

る
と
と
も
に
、
職
員
の
職
務

経
験
も
踏
ま
え
適
切
な
人
員

不
落
対
策
を
ど
う
図
る
の
か
。

答
技
術
者
等
兼
務
の
取
り
扱

い
の
整
備
、
難
工
事
指
定
制

度
、
発
注
見
通
し
の
公
表
、

発
注
時
期
の
平
準
化
等
の
対

策
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
後

は
県
の
取
り
組
み
も
参
考
に

不
調
不
落
対
策
を
推
進
す
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
災
害
復
旧
や
台
風
等
へ
の

対
応
で
職
員
の
時
間
外
労
働

が
増
え
た
。
過
重
負
担
解
消

の
た
め
の
対
策
を
伺
う
。

答
職
員
の
兼
務
に
よ
る
応
援

体
制
の
構
築
を
図
る
ほ
か
、

臨
時
職
員
を
配
置
す
る
こ
と

で
、
職
員
の
長
時
間
労
働
の

是
正
を
図
っ
て
い
る
。

問
旧
川
越
織
物
市
場
整
備
事

業
の
工
期
は
見
直
す
の
か
。

答
文
化
財
建
造
物
の
復
原
の

た
め
、
基
本
的
に
建
物
本
体

の
工
事
の
仕
様
等
に
変
更
は

な
い
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
の

工
期
を
考
え
て
い
る
が
、
工

事
の
発
注
時
期
等
を
勘
案
し
、

適
正
な
工
期
を
設
定
す
る
。

問
公
開
用
監
視
カ
メ
ラ
の
設

置
に
際
し
、
水
位
計
を
設
け

る
予
定
が
あ
る
の
か
伺
う
。

答
公
開
用
監
視
カ
メ
ラ
を
さ

ら
に
有
効
に
活
用
す
る
た
め

問
脇
田
歩
道
橋
耐
震
化
工
事

に
つ
い
て
、
今
後
の
発
注
で

ど
う
改
善
を
図
る
の
か
。

答
周
辺
環
境
が
厳
し
い
状
況

で
も
、
よ
り
安
全
、
確
実
に

工
事
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
、

安
全
対
策
や
施
工
方
法
な
ど

に
一
層
配
慮
し
て
い
き
た
い
。

問
現
在
想
定
し
て
い
る
、
旧

川
越
織
物
市
場
整
備
事
業
の

問
川
越
市
に
お
い
て
過
去
に

契
約
解
除
に
よ
る
訴
え
の
提

起
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

答
同
様
の
事
例
は
な
い
。

問
公
共
工
事
を
め
ぐ
り
訴
訟

に
至
っ
た
こ
と
に
対
す
る
市

の
見
解
は
。

答
公
共
工
事
と
そ
の
発
注
は
、

競
争
性
、
透
明
性
、
公
正
性

お
よ
び
公
平
性
等
を
確
保
の

上
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
入
札
参
加
者
に
関
係

法
令
の
遵
守
、
仕
様
書
等
の

熟
知
を
求
め
て
お
り
、
訴
訟

工
事
の
発
注
方
法
は
。

答
文
化
財
建
造
物
の
た
め
、

建
物
本
体
の
工
事
の
仕
様
等

は
基
本
的
に
変
更
は
な
い
が
、

発
注
時
期
の
変
更
に
よ
り
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
体
制
を
見

直
す
必
要
が
あ
る
。
よ
り
多

く
の
入
札
参
加
者
を
募
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
す
る
。

問
公
共
工
事
の
今
後
の
不
調

に
至
っ
た
こ
と
は
大
変
遺
憾

で
あ
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
な
い
よ
う
厳
正
に
対

処
す
る
た
め
に
も
、
司
法
の

場
に
判
断
を
委
ね
る
他
な
い

も
の
と
考
え
て
い
る
。

問
旧
川
越
織
物
市
場
整
備
事

業
の
今
後
の
計
画
は
。

答
本
事
業
は
、
市
民
の
期
待

が
大
き
い
も
の
と
認
識
し
て

お
り
、
早
期
に
完
了
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。
工
事
の
竣

工
は
、
平
成
33
年
３
月
末
ま

で
を
目
途
に
計
画
し
て
い
る
。

狭
あ
い
化
解
消
の
た
め
の
運

動
を
後
押
し
し
て
き
た
立
場

と
し
て
、
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
の
充
実
は
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
る
。

　障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ

り
、
障
害
児
の
通
園
施
設
に

も
１
割
負
担
が
課
さ
れ
た
が
、

市
は
現
在
ま
で
無
料
と
し
て

き
た
。
ひ
か
り
児
童
園
に
通

う
児
童
が
１
割
負
担
す
る
と

年
間
約
１
３
１
万
円
と
な
る
。

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

　今
定
例
会
最
終
日
に
、
次

の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　日
本
共
産
党
議
員
団
は
、

議
会
請
願
や
一
般
質
問
で
あ

け
ぼ
の
・
ひ
か
り
児
童
園
の

議
案
第
１
０
２
号

配
置
に
努
め
て
い
き
た
い
と

問
基
金
の
年
度
末
残
高
見
込

み
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

答
39
億
２
４
７
８
万
７
９
７

５
円
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

問
仮
に
本
補
正
で
の
積
立
額

を
３
年
間
の
保
険
料
に
充
て

よ
う
と
す
る
と
、
１
人
年
間

い
く
ら
引
き
下
げ
ら
れ
る
か
。

答
約
１
９
４
７
円
で
あ
る
。

問
約
40
億
円
の
残
高
を
市
長

は
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。

答
準
備
基
金
は
、
一
定
の
規

模
は
維
持
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
が
、
保
険
財
政
の

考
え
て
い
る
。

規
模
に
比
べ
て
大
き
な
額
に

な
っ
て
い
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
７

期
の
介
護
保
険
料
の
決
定
に

当
た
り
、
約
23
億
５
千
万
円

を
取
り
崩
し
、
基
準
月
額
を

１
０
０
円
引
き
下
げ
、
残
り

は
、
本
市
の
高
齢
化
が
本
格

化
す
る
第
８
期
、
第
９
期
の

保
険
料
の
抑
制
に
活
用
す
る

こ
と
と
し
た
。
今
後
も
、
基

本
的
に
は
こ
の
考
え
に
基
づ

い
て
基
金
を
維
持
、
活
用
し

て
い
き
た
い
。

討

　論
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川越市役所本庁舎における制振用ダンパーの検査データ書き換えの経緯と今後の対応について
１　主な経緯
　平成３０年１０月２３日、国土交通省の「免震・制
振用ダンパーの試験値書換えについて」の報道発表を
受け、県から、市役所本庁舎に設置された制振用ダン
パーが該当する旨の連絡があった。翌２４日、制振用
ダンパーの設計・技術支援を行った株式会社川金テク
ノソリューションから、市へ納入した１１６本のうち
５６本が設計範囲外であったと情報提供があった。
　１１月１日、同社から現状の説明、７日には、株式
会社川金コアテックから謝罪、現況と今後の対応につ
いての説明と不適合製品の型式および製造番号の報告
を受けた。その後、２６日に同社から、書き換え前後
の検査データと不適合製品の配置図の提出があった。
２　現在の状況
　株式会社川金コアテックからの書き換え前後の検査
データと不適合製品の配置図の提出を受け、資料を精
査、さらに、市が独自に実施した検査資料等に基づく
確認作業の結果との突き合わせを行い、不適合製品�

５６本の設置場所を確認。また、不適合製品以外の制
振用ダンパーも、検査データの書き換えが行われた製
品が５８本判明し、設置場所を確認した。
３　今後の対応
　株式会社川金コアテックから、次の説明があった。
　⑴�書き換え前のデータを基に、設計業者にて建築物
の構造解析を行い制振性能への影響を検証する。

　⑵�構造解析の結果について、第三者機関にて耐震性
能を確認する。

　⑶�同社から市および施工業者へ、構造解析の結果を
報告する。

　⑷�検査データの書き換えが行われた製品への対応に
ついては、不適合製品への対応を優先して進め
る。

　市としては、株式会社川金コアテックに対し、本件
に関する迅速な報告と不適合製品の交換等を含めた適
切な対応を求めていく。

市政報告の内容および市政報告に対する質疑については、インターネット録画放送（川越市議会ホームページから）
または今定例会の会議録（２月下旬頃から、川越市議会ホームページまたは図書館等で）よりご覧いただけます。

市 政 報 告 　今定例会では、議案以外に市政の重要事項として、２件の報告がありました。

公
設
公
営
を
堅
持
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
通
園
施
設
の
１
割

負
担
を
導
入
せ
ず
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
無
料
と
す
る
べ
き
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　国
保
は
高
齢
者
が
多
く
医

療
費
が
高
い
一
方
、
所
得
が

低
く
滞
納
世
帯
が
増
え
て
い

る
。
保
険
料
が
高
す
ぎ
る
た

め
全
国
の
自
治
体
も
「
こ
れ

以
上
負
担
を
求
め
る
の
は
限

界
」
と
し
て
い
る
。
増
税
は

国
が
赤
字
解
消
を
住
民
負
担

に
求
め
、
応
益
負
担
で
あ
る

均
等
割
引
き
上
げ
に
誘
導
す

る
も
の
。
均
等
割
は
低
所
得

者
ほ
ど
負
担
が
重
く
所
得
再

分
配
に
逆
行
す
る
。
所
得
２

０
０
万
円
４
人
世
帯
の
保
険

料
は
所
得
の
15
％
に
上
り
、

生
活
を
圧
迫
す
る
。
国
が
１

兆
円
を
投
入
す
れ
ば
均
等
割

を
な
く
し
協
会
け
ん
ぽ
並
み

に
保
険
料
を
下
げ
ら
れ
る
。

反
　
　
対

【
日
本
共
産
党
】

　市
議
会
議
員
の
期
末
手
当

議
案
第
１
０
３
号

議
案
第
１
２
２
号

を
12
月
か
ら
２
万
８
８
０
０

円
引
き
上
げ
る
内
容
が
含
ま

れ
る
。
市
長
や
議
員
な
ど
の

特
別
職
の
報
酬
引
き
上
げ
は
、

そ
の
時
の
政
治
判
断
や
市
民

の
理
解
の
下
で
行
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
の

問
題
で
は
、
第
三
者
委
員
会

の
調
査
結
果
を
受
け
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
防
止
や
議
員
の
政

治
倫
理
条
例
策
定
の
議
論
が

始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
相
談

窓
口
や
職
場
環
境
の
健
全
性

の
確
保
も
道
半
ば
で
あ
る
。

　よ
っ
て
、
議
員
の
期
末
手

当
引
き
上
げ
に
は
反
対
で
あ

る
。

反
　
　
対

【
政
晴
会
】

　
第
三
者
委
員
会
で
は
、
一

連
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
要
因

に
つ
い
て
、
議
員
と
職
員
間
、

ま
た
は
議
員
間
の
当
選
回
数

に
よ
る
上
下
関
係
、
議
員
の

地
位
が
高
く
職
員
が
意
見
を

述
べ
ら
れ
な
い
現
状
が
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
問

題
の
本
質
は
こ
れ
ら
の
改
善

で
あ
り
、
本
件
は
議
会
全
体

決
議
第
５
号

で
受
け
止
め
、
全
体
で
謝
罪

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
決

議
は
、
既
に
謝
罪
済
み
の
同

議
員
個
人
に
の
み
責
任
を
問

う
も
の
で
あ
り
、
同
意
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

反

　
　対

【
や
ま
ぶ
き
会
】

　
こ
れ
ま
で
申
し
入
れ
者
に

対
し
、
隠
し
録
音
を
さ
れ
る

よ
う
な
こ
と
を
し
た
覚
え
も

な
い
中
で
、
第
三
者
委
員
会

は
、
5
時
間
近
く
飲
酒
を
し

て
い
る
上
で
の
発
言
で
あ
る

と
認
め
な
が
ら
も
、
本
人
が

記
憶
に
な
い
と
主
張
す
る
隠

し
録
音
の
音
声
の
数
語
の
発

言
を
も
っ
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
該
当
す
る
と
指
摘
し
た

こ
と
は
、
大
変
残
念
に
感
じ

て
い
る
。

　
当
然
、
本
人
も
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
は
根
絶
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
皆
が
信
頼
で
き
る
職

場
環
境
を
構
築
す
べ
き
と
考

え
て
い
る
。

決
議
第
６
号
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途
地
域
の
指
定
状
況
を
生
か

し
た
幹
線
道
路
沿
道
の
商
業

業
務
系
の
施
設
な
ど
の
土
地

利
用
が
期
待
さ
れ
、
北
側
区

間
の
市
街
化
調
整
区
域
の
沿

道
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画

法
の
開
発
許
可
基
準
等
の
範

囲
内
で
、
外
食
産
業
や
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
幹
線
道
路
の
沿
道

特
性
を
生
か
し
た
土
地
利
用

が
進
む
も
の
と
考
え
て
い
る
。

質問
川
越
北
環
状
線
の
課
題
等

質問
３
歳
児
健
診
の
視
力
検
査

問
現
在
も
北
環
状
線
の
沿
道

に
外
食
産
業
や
ガ
ソ
リ
ン
ス

タ
ン
ド
、
コ
ン
ビ
ニ
等
の
土

地
利
用
が
進
ん
で
い
る
が
、

今
後
の
土
地
利
用
誘
導
の
考

え
方
は
ど
う
か
。

答
都
市
計
画
部
長

　川
越
北

環
状
線
の
沿
道
は
、
お
お
む

ね
東
武
東
上
線
を
境
に
北
側

区
間
が
市
街
化
調
整
区
域
、

南
側
区
間
が
市
街
化
区
域
と

し
て
区
域
区
分
さ
れ
て
い
る
。

南
側
区
間
に
お
い
て
は
、
用

や
ま
ぶ
き
会

小
　
高
　
浩
　
行

北
環
状
沿
道
の
土
地
利
用
促
進１

通
告
事
項
の
要
約

会
派
名

　議 員 

氏 

名

質問の
順　番

一
般
質
問
の
表
題

答
弁
者

２１

図
書
館
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
議
会
事

務
局
／
情
報
公
開
窓
口（
東
庁
舎
）

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
図
書
館
等
で

２
月
下
旬
頃
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
空

き
家
バ
ン
ク
の
有
効
活
用
に

は
、
利
用
者
が
必
要
と
す
る

情
報
等
を
分
か
り
や
す
く
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す
る

必
要
が
あ
る
。
広
報
紙
に
空

き
家
バ
ン
ク
を
含
め
た
空
き

家
対
策
に
つ
い
て
掲
載
す
る

ほ
か
、
分
か
り
や
す
い
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
周
知
、

理
解
に
努
め
て
い
き
た
い
。

質問
空
き
家
の
利
活
用

問
空
き
家
の
利
活
用
に
よ
り

防
犯
防
災
上
の
問
題
の
解
決
、

さ
ら
に
地
域
・
市
内
企
業
の

活
性
化
も
期
待
さ
れ
る
。
利

用
し
や
す
い
空
き
家
バ
ン
ク

設
置
に
つ
い
て
市
の
考
え
は
。

答
市
民
部
長
　今
年
度
中
に

空
き
家
バ
ン
ク
を
設
置
で
き

る
よ
う
調
整
を
進
め
て
い
る
。

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
件
数
を

増
や
す
た
め
に
は
、
空
き
家

バ
ン
ク
設
置
を
広
く
周
知
し
、

そ
の
制
度
を
理
解
し
て
も
ら

自
由
民
主
党

栗
　
原
　
瑞
　
治

空
き
家
の
利
活
用
に
つ
い
て

2

川越市蔵造り資料館店蔵ほか耐震化工事の請負契約解除の経緯と今後の対応について
１　主な経緯
　平成２９年６月２８日、株式会社エム・テックと店
蔵等の耐震化工事請負契約を締結。契約後判明した腐
朽箇所の追加補修工事請負契約を締結したが、その後
も腐朽箇所の確認が続いたため、平成３０年９月２８
日、平成３２年度までの継続費の補正議案を議決した。
　１０月１日、受注者が東京地方裁判所に再生手続開
始の申し立てを行い工事は中断。経緯、現状および工
事継続の意向等や支援企業の下で再生手続を進める旨
説明があった。東京地裁が再生手続開始を決定し、現
場代理人から工事再開に向けて確認している旨連絡が
あったが、２１日、受注者から契約解除の通知があり、
１１月２０日、東京地裁が破産手続開始を決定した。
２　現場の管理
　現場は市が引き継ぎ、職員が交代で現場内、周囲等

の安全確認を行うなど、日常の管理を行っている。受
注者がリース契約で設置した仮設資材について、現場
事務所等は引き上げを行っているが、仮囲い等は今後
も継続して設置するようリース会社と協議している。
３　工事の清算
　出来形部分の請負金額を算出し、出来高検査後に工
事の清算となる。前払金が出来高を上回る場合の差額
や、契約解除に伴う違約金（請負代金額の１０％相当
額）は保証契約により保証される見込みである。
４　今後の対応
　当面は引き続き市が現場の安全管理に努め、緊急に
必要な工事や作業は施工していた下請け業者等に確認
し対応していく。これまでは、オリンピック・パラリ
ンピック開催までの工事完了を計画していたが、今後
は平成３２年度末までに完了させるよう進めていく。

自
由
民
主
党

吉
　
野
　
郁
　
惠

大
人
の
ひ
き
こ
も
り
８
０
５
０3

つ
な
ぐ
き
っ
か
け
を
作
る
地

域
に
い
る
身
近
な
人
を
増
や

す
こ
と
が
有
効
と
考
え
る
。

　ま
た
、
ひ
き
こ
も
り
予
防

に
は
早
期
支
援
が
重
要
で
あ

り
、
若
年
期
の
丁
寧
な
支
援

に
よ
り
早
期
回
復
が
期
待
で

き
る
と
考
え
る
。
特
に
教
育

関
係
機
関
や
県
の
ひ
き
こ
も

り
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と

連
携
を
強
化
し
て
い
き
た
い
。

質問
川
越
農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
化

質問
大
人
の
ひ
き
こ
も
り

問
子
の
ひ
き
こ
も
り
が
長
期

化
し
、
親
が
高
齢
化
す
る
８

０
５
０
問
題
が
進
行
す
る
と
、

行
政
の
支
援
が
さ
ら
に
困
難

と
な
る
。
大
人
の
ひ
き
こ
も

り
へ
の
有
効
な
対
策
は
。

答
保
健
医
療
部
長

　既
に
ひ

き
こ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
人
へ
の
対
策
と
し
て

は
、
家
族
等
に
相
談
先
の
周

知
を
図
る
こ
と
と
併
せ
て
、

悩
ん
で
い
る
人
に
気
付
き
、

声
を
掛
け
、
必
要
な
支
援
に
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ブ
ッ
ク
の
作
成
お
よ
び
配
布

等
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、

職
員
課
に
相
談
を
し
た
件
数

が
少
な
い
現
状
で
あ
り
、
相

談
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

指
針
の
策
定
等
の
中
で
、
外

部
の
相
談
窓
口
の
設
置
等
、

職
員
が
相
談
し
や
す
く
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
た

窓
口
の
設
置
を
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
結
果

　実
現
に
向
け
て
は
、
国
や

県
と
の
連
携
に
よ
る
財
政
的

な
措
置
が
必
要
で
あ
り
、
国

や
県
に
お
け
る
議
論
等
を
注

視
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
動

向
を
踏
ま
え
た
中
で
、
国
へ

の
働
き
掛
け
を
検
討
し
た
い
。

　一
部
減
額
を
す
る
な
ど
の

補
助
に
つ
い
て
は
、
目
的
や

必
要
性
な
ど
も
含
め
調
査
研

究
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
学
校
給
食
費
の
無
料
化
を

質問
新
河
岸
駅
周
辺
の
課
題

民
全
体
で
負
担
す
る
こ
と
は

や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。

　消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ

る
財
源
を
活
用
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
幼
児
教
育
無
償

化
な
ど
の
施
策
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
な
制
度
設
計
が
定
ま

っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
た

め
、
国
の
動
向
や
社
会
状
況

を
注
視
し
な
が
ら
必
要
な
対

応
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

質問
消
費
税
増
税
の
影
響

質問
障
害
者
の
支
援

運
営
に
係
る
経
費
の
増
加
な

ど
の
財
政
面
や
、
専
門
性
を

必
要
と
す
る
人
材
の
育
成
・

確
保
な
ど
の
課
題
が
あ
り
、

国
に
よ
る
さ
ら
な
る
支
援
が

具
体
的
に
措
置
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

　今
後
は
、
国
・
県
・
他
市

の
状
況
を
注
視
し
な
が
ら
、

設
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。

質問
市
の
児
童
相
談
所
整
備
へ

質問
職
場
に
お
け
る
旧
姓
使
用

教
員
の
増
員
を
要
望
し
て
お

り
、
引
き
続
き
要
望
し
て
い

く
。　ま

た
、
市
独
自
の
取
り
組

み
と
し
て
、
オ
ー
ル
マ
イ
テ

ィ
ー
チ
ャ
ー
配
置
事
業
の
充

実
を
図
る
と
と
も
に
、
部
活

動
外
部
指
導
者
な
ど
、
多
様

な
人
材
の
協
力
が
得
ら
れ
る

よ
う
努
力
し
て
い
く
。

質問
教
職
員
の
長
時
間
労
働

質問
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し

た
高
齢
者
の
集
い
の
場
に
つ

い
て
、
自
治
会
老
人
憩
い
の

家
の
利
用
を
促
進
す
る
こ
と

や
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
考
え
方
を
踏
ま
え
、
地

域
の
人
々
と
連
携
し
て
、
身

近
な
地
域
で
集
え
る
居
場
所

づ
く
り
を
支
援
し
て
い
く
な

ど
有
効
な
施
策
を
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
学
童
保
育
施
策
の
拡
充
を

質問
高
齢
者
の
憩
い
の
場
整
備

問
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る

調
査
結
果
を
見
る
と
、
職
員

が
相
談
窓
口
を
利
用
し
づ
ら

い
旨
の
回
答
が
多
い
。
こ
の

状
況
に
対
し
、
今
後
ど
の
よ

う
な
対
策
を
講
じ
る
の
か
。

答
総
務
部
長

　今
回
の
調
査

結
果
を
受
け
て
、
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
対
す
る
共
通
認
識
や

理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
職

員
へ
の
研
修
を
充
実
さ
せ
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
向

け
た
指
針
の
策
定
や
ハ
ン
ド

問
子
育
て
世
代
へ
の
負
担
軽

減
の
た
め
に
、
小
中
学
校
の

給
食
費
の
無
料
化
な
ど
を
実

施
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、

市
長
の
考
え
を
伺
う
。

答
市
長

　学
校
給
食
費
の
無

料
化
は
、
子
育
て
世
代
の
保

護
者
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
で
、

財
政
負
担
を
考
え
る
と
、
市

単
独
で
実
施
す
る
こ
と
は
大

変
厳
し
い
こ
と
と
認
識
し
て

い
る
。

問
消
費
税
増
税
は
景
気
が
悪

化
し
格
差
と
貧
困
を
広
げ
る
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
反
対

や
幼
児
教
育
無
償
化
で
の
財

源
保
障
要
望
の
声
が
あ
る
が
、

市
長
の
増
税
へ
の
考
え
は
。

答
市
長

　社
会
保
障
給
付
費

が
増
加
を
続
け
て
い
る
中
で
、

我
が
国
の
社
会
保
障
制
度
を

持
続
可
能
な
制
度
と
し
て
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
安

定
的
な
財
源
の
確
保
と
し
て

消
費
税
率
を
引
き
上
げ
、
国

問
子
ど
も
た
ち
を
虐
待
か
ら

守
る
た
め
、
人
材
確
保
や
施

設
整
備
支
援
な
ど
国
の
支
援

策
が
示
さ
れ
た
今
こ
そ
市
立

児
童
相
談
所
と
一
時
保
護
所

の
整
備
を
検
討
す
べ
き
で
は
。

答
こ
ど
も
未
来
部
長
　児
童

相
談
所
の
設
置
に
よ
り
、
市

の
特
色
を
生
か
し
た
支
援
が

一
貫
し
た
形
で
提
供
で
き
る

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一

方
で
、
児
童
相
談
所
、
一
時

保
護
所
の
整
備
や
人
件
費
、

問
教
職
員
の
長
時
間
労
働
を

解
消
し
負
担
軽
減
を
実
現
す

る
た
め
に
は
実
効
性
の
あ
る

対
策
が
必
要
。
負
担
軽
減
の

た
め
に
ど
の
よ
う
な
人
的
措

置
に
取
り
組
ん
で
い
く
か
。

答
学
校
教
育
部
長
　教
職
員

の
定
数
は
文
部
科
学
省
が
基

準
を
定
め
、
加
配
な
ど
基
準

外
の
教
職
員
は
県
教
育
委
員

会
よ
り
配
置
さ
れ
て
い
る
。

毎
年
、
国
や
県
に
対
し
て
、

教
職
員
の
定
数
改
善
、
加
配

問
高
齢
者
が
孤
立
す
る
こ
と

な
く
、
生
き
が
い
を
持
ち
、

身
近
な
地
域
で
集
え
る
憩
い

の
場
所
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
市
の
考
え
を
伺
う
。

答
市
長
　今
後
も
、
高
齢
者

人
口
が
増
加
し
て
い
く
と
見

込
ま
れ
て
い
る
中
、
高
齢
者

が
孤
立
せ
ず
、
交
流
し
、
ふ

れ
あ
う
こ
と
で
、
生
き
が
い

づ
く
り
や
地
域
で
の
関
係
づ

く
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ

う
な
集
い
の
場
が
必
要
で
あ

政

晴

会

明
ヶ
戸
　
亮
　
太

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
解
消
に
向
け
て５

立
憲
・
国
民

片
　
野
　
広
　
隆

子
ど
も
を
守
る
児
童
相
談
所
を６

日
本
共
産
党

池
　
浜
　
あ
け
み

消
費
税
増
税
の
市
民
へ
の
影
響９

日
本
共
産
党

今
　
野
　
英
　
子

小
中
学
校
給
食
費
の
無
料
化
を７

日
本
共
産
党

長
　
田
　
雅
　
基

高
齢
者
の
集
え
る
居
場
所
を
　 ８

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

髙
　
橋
　
　
　
剛

教
職
員
の
長
時
間
労
働
の
改
善４
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日
本
共
産
党

柿
　
田
　
有
　
一

地
域
社
会
を
守
る
産
業
支
援
を10

平
和
宣
言
都
市
で
あ
る
こ
と

を
さ
ら
に
Ｐ
Ｒ
す
る
手
法
に

つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
核
兵
器
禁
止
条
約
と
平
和

質問
老
朽
化
し
た
市
営
住
宅

平
和
都
市
宣
言

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
機
能
さ
せ
、

適
切
な
支
援
に
つ
な
げ
る
必

要
が
あ
る
。
子
ど
も
、
若
者

の
育
成
支
援
に
関
す
る
相
談
、

必
要
な
情
報
提
供
や
助
言
を

行
う
総
合
相
談
窓
口
の
体
制

を
構
築
す
る
に
は
、
相
談
員

の
配
置
、
相
談
場
所
の
確
保

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ

る
た
め
、
先
進
事
例
等
を
参

考
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質問
児
童
生
徒
若
者
相
談
体
制

質問
小
中
学
校
施
設
の
安
全

保
全
を
図
っ
て
い
く
こ
と
や

活
用
の
間
口
を
よ
り
広
げ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
生
産
緑

地
法
が
改
正
さ
れ
た
。
市
で

は
、
法
改
正
の
趣
旨
に
合
わ

せ
、
条
例
制
定
に
つ
い
て
庁

内
検
討
を
進
め
、
Ｊ
Ａ
等
と

協
力
し
な
が
ら
、
所
有
者
向

け
の
説
明
会
等
に
お
い
て
市

の
方
針
を
示
し
て
い
き
た
い
。

質問
生
産
緑
地
の
２
２
年
問
題

質問
自
転
車
シ
ェ
ア
事
業

質問
身
寄
り
の
無
い
人
の
葬
儀

る
。
人
口
減
少
や
少
子
高
齢

化
の
進
展
、
産
業
構
造
の
変

化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に

よ
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
が

生
じ
て
い
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。
事
業
承
継
や
新
た

な
創
業
の
促
進
を
図
る
と
と

も
に
、
商
店
街
へ
の
加
入
や

地
域
活
動
へ
の
参
加
を
促
す

取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
で
、

改
善
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

質問
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展

質問
西
清
掃
セ
ン
タ
ー
跡
地

い
。
し
か
し
現
在
の
流
行
状

況
は
、
予
断
を
許
さ
な
い
状

況
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

妊
娠
を
望
む
女
性
と
そ
の
パ

ー
ト
ナ
ー
や
抗
体
価
の
低
い

妊
婦
の
同
居
家
族
を
対
象
に

実
施
し
て
い
る
抗
体
検
査
の

結
果
、
抗
体
価
が
低
い
人
に

対
す
る
予
防
接
種
の
任
意
助

成
に
つ
い
て
、
来
年
度
の
実

施
に
向
け
て
検
討
し
て
い
く
。

質問
感
染
症
対
策

質問
図
書
館
の
充
実

養
・
口
腔
の
内
容
を
取
り
入

れ
た
体
力
ア
ッ
プ
倶
楽
部
や
、

骨
粗
し
ょ
う
症
な
ど
を
テ
ー

マ
に
し
た
栄
養
教
室
、
地
域

イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
健
康
相

談
会
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

フ
レ
イ
ル
と
い
う
言
葉
を
次

期
プ
ラ
ン
へ
明
記
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
議
員
の
意
見

も
参
考
に
、
今
後
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質問
保
育
士
の
確
保

質問
フ
レ
イ
ル
予
防

問
本
市
は
核
兵
器
禁
止
条
約

の
締
結
を
求
め
る
平
和
首
長

会
議
に
加
盟
し
て
い
る
。
非

核
三
原
則
を
表
明
し
た
「
平

和
都
市
宣
言
」
の
懸
垂
幕
の

掲
示
に
つ
い
て
市
の
考
え
は
。

答
総
務
部
長

　原
爆
の
日
や

終
戦
の
日
な
ど
、
恒
久
平
和

を
祈
念
す
る
時
期
に
懸
垂
幕

な
ど
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
大

変
有
意
義
な
も
の
と
考
え
て

い
る
。

　来
年
度
へ
向
け
、
本
市
が

問
子
ど
も
・
若
者
を
取
り
巻

く
生
活
環
境
や
相
談
内
容
は

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
総

合
相
談
窓
口
の
設
置
に
向
け

前
向
き
な
検
討
を
す
べ
き
で

あ
る
。
市
長
の
考
え
は
。

答
市
長

　子
ど
も
、
若
者
が

抱
え
る
悩
み
等
に
対
し
て
は
、

担
当
部
署
が
相
談
者
の
発
達

段
階
に
応
じ
て
途
切
れ
る
こ

と
な
く
継
続
し
て
支
援
す
る

縦
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
関

係
部
署
等
が
連
携
す
る
横
の

問
生
産
緑
地
指
定
は
現
行
５

０
０
㎡
以
上
だ
が
、
国
が
示

す
３
０
０
㎡
以
上
に
緩
和
し

て
都
市
農
地
の
保
全
に
努
め

る
べ
き
と
考
え
る
が
、
市
の

条
例
施
行
の
考
え
を
伺
う
。

答
宍
戸
副
市
長
※

　人
口
減

少
時
代
の
到
来
と
宅
地
需
要

の
沈
静
化
、
ま
た
、
食
の
安

全
へ
の
意
識
の
高
ま
り
な
ど

か
ら
、
都
市
農
地
が
「
都
市

の
中
に
あ
る
貴
重
な
農
地
」

と
し
て
、
今
後
よ
り
一
層
の

問
廃
業
な
ど
の
増
加
で
商
店

街
や
地
域
活
動
に
支
障
が
生

じ
て
い
る
。
地
域
に
根
差
す

中
小
業
者
を
支
え
る
こ
と
が

地
域
の
健
全
な
発
展
に
つ
な

が
る
と
思
う
が
市
の
考
え
は
。

答
産
業
観
光
部
長
　廃
業
に

伴
う
空
き
店
舗
増
加
は
、
商

店
街
の
来
客
数
減
少
、
活
力

低
下
を
招
く
ほ
か
、
商
店
街

活
動
に
お
い
て
、
担
い
手
の

減
少
で
活
動
の
維
持
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い

問
風
し
ん
流
行
の
危
機
的
兆

候
が
見
え
る
中
、
市
と
し
て

も
予
防
接
種
補
助
を
検
討
す

べ
き
と
思
う
が
、
市
の
考
え

を
伺
い
た
い
。

答
保
健
医
療
部
長
　風
し
ん

の
抗
体
保
有
率
が
低
い
30
代

か
ら
50
代
男
性
を
対
象
と
す

る
予
防
接
種
は
、
国
に
お
い

て
定
期
予
防
接
種
化
に
向
け

て
検
討
に
入
っ
た
と
の
こ
と

な
の
で
、
定
期
接
種
と
な
っ

た
際
は
速
や
か
に
実
施
し
た

問
要
介
護
状
態
に
な
る
前
段

階
で
あ
る
フ
レ
イ
ル
と
い
う

言
葉
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
た

め
に
、
次
期
健
康
か
わ
ご
え

推
進
プ
ラ
ン
へ
明
記
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
市
の
考
え
は
。

答
保
健
医
療
部
長
　健
康
か

わ
ご
え
推
進
プ
ラ
ン
で
は
、

行
動
目
標
を
設
定
し
て
健
康

づ
く
り
事
業
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
フ
レ
イ
ル
に
関
連
す

る
事
業
と
し
て
は
、
介
護
予

防
を
目
的
と
し
、
運
動
・
栄

日
本
共
産
党

川
　
口
　
知
　
子

平
和
都
市
宣
言
の
看
板
掲
示
を11

公

明

党

中
　
村
　
文
　
明

子
ど
も
若
者
総
合
相
談
窓
口
を13

公

明

党

桐
　
野
　
　
　
忠

風
し
ん
予
防
接
種
任
意
助
成
　 12

公

明

党

大
　
泉
　
一
　
夫

生
産
緑
地
の
面
積
要
件
の
緩
和15

公

明

党

田
　
畑
　
た
き
子

フ
レ
イ
ル
予
防
の
推
進
　
　
　 14
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市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

伊
　
藤
　
正
　
子

労
働
環
境
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上19

こ
と
と
考
え
る
。
し
か
し
、

事
業
系
ご
み
が
家
庭
ご
み
の

集
積
所
に
出
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
た
連
絡
は
以
前
と
同
様

に
あ
り
、
今
後
も
引
き
続
き

周
知
・
啓
発
を
図
っ
て
い
く
。

　ま
た
、
そ
の
た
め
の
方
策

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、

調
査
・
研
究
す
る
と
と
も
に
、

効
果
的
な
方
法
を
多
方
面
か

ら
考
え
検
討
し
て
い
く
。

質問
ゴ
ミ
収
集
の
諸
課
題

質問
高
齢
者
・
障
が
い
者
支
援

　良
好
な
職
場
環
境
を
築
く

こ
と
は
、
職
員
一
人
一
人
が

仕
事
に
や
り
が
い
と
心
に
ゆ

と
り
を
持
っ
て
公
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
、
職
場
全
体
と

し
て
職
員
の
働
く
意
欲
の
向

上
や
円
滑
な
業
務
遂
行
に
よ

り
能
率
が
向
上
し
、
そ
の
結

果
と
し
て
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

質問
市
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

質問
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

の
修
繕
が
同
一
年
に
集
中
し

た
場
合
や
、
突
発
的
に
山
車

の
緊
急
修
繕
が
必
要
に
な
っ

た
場
合
な
ど
に
対
応
す
る
た

め
で
あ
る
。
今
年
度
は
、
１

０
０
万
円
の
積
み
立
て
を
予

定
し
て
お
り
、
来
年
度
以
降

も
川
越
ま
つ
り
協
賛
会
の
歳

入
歳
出
状
況
を
精
査
し
、
継

続
し
て
積
み
立
て
を
行
う
予

定
で
あ
る
。

質問
今
後
の
川
越
ま
つ
り

質問
市
長
の
政
治
姿
勢

状
況
調
査
は
、
児
童
生
徒
の

学
力
や
学
習
状
況
を
把
握
・

分
析
し
、
状
況
に
応
じ
た
支

援
に
努
め
て
い
る
。

　個
別
に
支
援
を
必
要
と
す

る
場
合
に
は
、
歯
科
健
診
や

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

の
結
果
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
や
情
報
を
提
供
し
、

児
童
福
祉
部
局
を
含
め
、
関

係
課
所
等
と
連
携
協
力
し
て

い
く
。

質問
子
ど
も
の
貧
困
と
虐
待

周
辺
に
お
い
て
は
、
市
民
か

ら
路
上
喫
煙
の
情
報
を
受
け

て
お
り
、
ま
ず
は
、
路
上
喫

煙
防
止
の
啓
発
看
板
の
掲
示

や
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。
新
河

岸
駅
周
辺
の
路
上
喫
煙
禁
止

地
区
の
指
定
に
つ
い
て
は
、

市
内
他
駅
の
状
況
等
も
含
め

て
、
検
討
し
て
い
く
。

質問
地
域
内
分
権
の
取
り
組
み

質問
防
犯
カ
メ
ラ
の
普
及

質問
ま
ち
美
化
の
推
進

行
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　全
国
的
に
は
専
門
窓
口
を

設
置
し
て
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
自
治

体
も
あ
り
、
今
後
は
先
進
事

例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
設

置
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し

て
い
く
。

質問
文
化
施
設
内
の
飲
食

質問
川
越
北
環
状
線

質問
遺
族
手
続
き
の
総
合
窓
口

質問
雨
庭
に
よ
る
水
害
軽
減

問
南
台
商
栄
会
の
よ
う
に
適

切
に
事
業
系
ご
み
を
処
理
し

て
い
る
団
体
も
あ
れ
ば
、
家

庭
ご
み
と
一
緒
に
出
す
事
業

者
も
い
る
。
不
公
平
な
現
状

改
善
へ
の
決
意
を
伺
い
た
い
。

答
環
境
部
長

　事
業
系
ご
み

を
適
正
に
排
出
す
る
こ
と
は
、

事
業
者
が
責
任
を
も
っ
て
処

理
す
る
こ
と
や
事
業
者
が
家

庭
ご
み
に
出
す
こ
と
に
よ
る

事
業
者
間
の
不
公
平
感
の
解

消
の
観
点
な
ど
か
ら
必
要
な

問
働
き
や
す
い
職
場
で
あ
れ

ば
市
民
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
す

る
と
考
え
る
が
、
そ
の
実
現

に
向
け
て
市
長
は
ど
う
考
え

る
の
か
。

答
市
長

　働
き
や
す
い
職
場

環
境
の
実
現
に
向
け
て
は
、

職
場
内
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
や
休

暇
を
取
得
し
や
す
い
環
境
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
職
場

づ
く
り
な
ど
の
改
善
を
図
る

こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
。

問
以
前
か
ら
、
多
額
の
費
用

が
掛
か
る
山
車
の
修
繕
費
に

つ
い
て
の
基
金
設
置
を
提
案

し
て
き
た
が
、
基
金
設
置
等

は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る

か
。

答
産
業
観
光
部
長

　山
車
修

繕
に
係
る
積
立
金
に
つ
い
て

は
、
平
成
30
年
度
川
越
ま
つ

り
協
賛
会
の
会
計
か
ら
「
山

車
修
繕
等
積
立
基
金
繰
出
金

」
と
し
て
創
設
を
し
た
。
創

設
の
目
的
と
し
て
は
、
山
車

問
学
校
の
歯
科
健
診
や
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
の
結

果
を
、
児
童
福
祉
施
策
に
活

用
す
る
た
め
に
情
報
提
供
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答
学
校
教
育
部
長
　学
校
で

実
施
さ
れ
る
歯
科
健
診
は
、

児
童
生
徒
の
歯
の
状
態
に
応

じ
て
、
磨
き
方
や
食
物
摂
取

の
在
り
方
等
を
指
導
し
た
り
、

家
庭
で
の
生
活
習
慣
な
ど
を

働
き
掛
け
た
り
し
て
い
る
。

　ま
た
、
全
国
学
力
・
学
習

問
路
上
喫
煙
が
散
見
さ
れ
る

新
河
岸
駅
周
辺
に
つ
い
て
、

た
ば
こ
の
吸
い
殻
の
散
乱
防

止
を
図
る
た
め
、
路
上
喫
煙

禁
止
地
区
と
し
て
指
定
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答
環
境
部
長
　現
在
、
市
内

に
お
い
て
は
、
川
越
駅
お
よ

び
本
川
越
駅
周
辺
、
蔵
造
り

の
町
並
み
を
中
心
と
し
た
人

通
り
が
多
い
場
所
に
つ
い
て
、

路
上
喫
煙
禁
止
地
区
と
し
て

指
定
し
て
い
る
。
新
河
岸
駅

問
身
近
な
人
が
亡
く
な
っ
た

場
合
、
遺
族
は
市
役
所
で
各

種
の
手
続
き
が
必
要
と
な
る
。

そ
れ
ら
の
申
請
を
一
括
し
て

行
え
る
、
専
門
窓
口
を
設
置

す
る
こ
と
は
可
能
か
。

答
市
民
部
長
　本
市
で
は
専

門
窓
口
を
設
置
し
て
い
な
い

が
、
死
亡
届
が
提
出
さ
れ
た

後
、
世
帯
主
等
に
諸
手
続
き

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
を
送

付
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

所
管
課
に
お
い
て
手
続
き
を

公

明

党

小
ノ
澤
　
哲
　
也

ご
み
出
し
の
不
公
平
改
善
を
！17

無
所
属
の
会

小
　
林
　
　
　
薫

山
車
修
繕
基
金
設
置
を

21

や
ま
ぶ
き
会

矢
　
部
　
　
　
節

葬
儀
後
の
手
続
き
の
簡
素
化
　 20

公

明

党

近
　
藤
　
芳
　
宏

新
河
岸
駅
の
美
観
の
維
持
を
！16

政

晴

会

川
　
口
　
啓
　
介

学
校
歯
科
健
診
結
果
等
の
活
用18
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特別委員会の調査終了について

○川越駅周辺対策特別委員会 ○防災・減災対策特別委員会

　本市と川島町で消防事務を共同処理するために設
置した川越地区消防組合は、昭和４８年からこれま
での間、消防力の整備、消防防災力の向上、組織体
制の整備を図り、消防活動体制は、埼玉県内におい
て高い水準を維持し、住民の安全・安心を守ってき
た。
　一方で、本市と川島町においては、人口の減少な
どの社会情勢を理由に組合経費の負担割合を見直し
するための検討を川越地区消防組合を構成する議会
に説明することなく進めてきた。
　このことは、消防活動体制の低下を招くこととな
り、さらには川越地区消防組合の在り方および川越
地区消防局・川越北消防署新庁舎建設に大きな影響
を及ぼしかねない事態となる。
　よって、市に対して次の事項を要請する。

川越地区消防組合のあり方に関する決議 　１�　川越地区消防組合負担金は、これまでどおりの
負担割合である川越市９、川島町１を維持するこ
と。

　　�　また、負担金割合の見直しを検討していくに当
たっては、それぞれの議会にその都度検討経過を
報告すること。

　２�　川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設候補
地は、住民の安全で安心な暮らしを支える消防活
動体制を維持向上させるために２万平方メートル
以上確保すること。

　３�　川越地区消防局・川越北消防署が移転した後の
跡地については、本市の財政状況を鑑み、売り払
いすること。

　右、決議する。
　　　平成３０年１１月２９日
　　　　　　　　　　　　　　　川越市議会

○川越地区消防組合のあり方に関する特別委員会
　平成３０年６月１５日に設置し、本市と川島町との
川越地区消防組合の負担割合や消防力などを他の消防
局の事例を交えて調査した結果、「川越地区消防組合
のあり方に関する決議（案）」を市に対して要請する

ため、委員会提出議案として本会議へ提案する旨を報
告し、平成３０年１１月２９日をもって調査を終了し
ました。
　同日、本会議において下記の決議を可決しました。

　平成２７年６月４日に設置し、川越駅西口、東口の
それぞれの特性や課題を踏まえ、次の時代を見据え、
鋭意調査を行ってきました。その過程においては、市
に対して、川越駅西口市有地利活用事業、埼玉県地方
庁舎跡地および川越駅東口駅前広場について要請しま
した。
　市が、これらの要請について、真摯に受け止め、事
業を推進してきたことに、一定の評価をした上で、さ
らに、川越駅周辺を整備するに当たり、これまでに策
定されたさまざまな計画との整合性を図りつつ、それ
らの計画に沿って取り組み、都市機能の充実と市民生
活の一層の向上が図れることを期待する旨の報告を
し、平成３０年１２月２１日をもって、調査を終了し
ました。

各特別委員会の報告書は、川越市議会ホームペー
ジ、または議会事務局（本庁舎６階）でご覧にな
れます。
川越市議会公式ホームページ
http：//www.city.kawagoe.saitama.jp/shigikai/
【川越市議会ホームページ】☞【審議情報・結果】
☞【審議・検討を終了した会議の報告書等】
の順にクリックしてください。

　平成２９年１２月１３日に設置し、調査してきまし
た。平成２９年１０月の台風第２１号により市内の一
部地域で内水による大きな被害を受けたことにより、
次期の本格的な雨期を迎える前までに、風水害対策に
関することを優先的に調査をし、その調査結果を踏ま
え、市長へ要請を行いました。
　また、「川越市地域防災計画」の見直しに対して、
特に災害時要援護者における安全性の確保や防災・減
災対策を進める過程において女性や高齢者、障害者等
の参画ならびにその多様な視点を取り入れるよう調査
を通じて、市に対し意見しました。
　市に対し、災害における行政の公助に資する機能強
化はもちろんのこと、「自分の命は自分で守る」、
「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識の啓
発や地域コミュニティーの連携が機能しうる研修や訓
練の実施を平常時から推進するよう、さらに、東日本
大震災や熊本地震、台風、洪水、豪雪災害などを通し
て新たに見出された課題や問題点などは、国や県の見
直しを待つことなく、また財政上の理由のみで取り組
みへの可否を判断することなく、市民の生命、身体、
財産を守ることを第一に考え、早急に対処されるよう
努められたい旨を要請する報告をし、平成３０年１２
月２１日をもって、調査を終了しました。
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　議会が設置した「市議会議員によるハラスメントの
事実調査及び職場環境改善に係る第三者委員会」の報
告では、１５回にわたる委員会の開催において調査し
た結果として、女性職員が申し入れた対象者による
１９の行為に対して、２件のパワーハラスメントと３
件のセクシャルハラスメントが推認および該当とされ
た。うち１件に関しては同席した３名の議員の発言も
セクシャルハラスメントに該当すると報告された。
　さらに、第三者委員会からは、ハラスメントを生じ
させた６つの要因を根絶するために、議会と職員を管
理する市に対して７つのハラスメントの防止と職場環
境の改善策が提案された。
　また、この第三者委員会の調査と時期を合わせて、
市長は市職員に対して全庁的にハラスメントに関する
調査を実施したところ、一部の職員からハラスメント
被害を受けたという回答があった調査結果報告書が議
会に提出されたところである。
　第三者委員会において女性職員へのハラスメント行
為があったと一定の判断が示されたにもかかわらず、
いまだに真摯な謝罪をしていない者がいるということ
は、大変残念であると言わざるを得ない。

　私たち川越市議会は、ハラスメントを根絶するた
め、そして、市民から選挙で選ばれているという責任
を重く受け止め、深く反省するとともに市民に信頼さ
れる議会および議員であることを決意し、下記の４項
目に取り組む。

記
１、�川越市議会は、「議員倫理条例策定会議」により
早期に条例を制定し、市民からの信頼に応える。

２、�すべてのハラスメントの根絶を目指して、議会が
率先して防止策に取り組み、逸脱する議員に対し
ては議会として責任を持って対処する。

３、�議員と職員というそれぞれの立場を尊重し、対等
な良識ある関係を構築する。

４、�市長に対し、議会事務局に出向する職員を含めた
全職員の健康と健全な職務を全うする環境を構築
するため、適正な職員配置と職場環境の改善に鋭
意努力することを求める。

　平成３０年９月１４日、議会に対し、市職員から
ハラスメントに係る申し入れ書が提出されたことを
受け、議会は、２８日、「市議会議員によるハラス
メントの事実調査及び職場環境改善に係る第三者委
員会」を設置しました。
　また、同月２９日、ハラスメントに関する研修会
を実施し、「議員のコンプライアンスについて」・
「ハラスメント防止について」講義を受けました。
　１１月２９日、第三者委員会から調査結果が提出
され、その報告書では、ハラスメントの防止と職場
環境の改善案として、７案の提案がありました。
　この提案を受け、議会では、１２月１４日、議員
倫理条例策定会議を設置し、２６日に研修会を実施
しました。
　また、１２月２１日、ハラスメントに関し、４件
の決議を可決しました。

　第三者委員会から、ハラスメントの防止と職場環境
の改善案として、次の７案の提案がありました。

(1) 川越市議会議員の政治倫理に関する条例の制定

(2) 議会事務局の役割についての再検討

(3) 議員に対するハラスメント研修会の実施

(4) 職員に対する研修会の実施

(5) 相談窓口の適正な設置

(6) 議会事務局職員間での意見交換の場の設定

(7) 事務局職員の勤続年数の長期化への対応

市議会におけるハラスメント防止への取り組み

「市議会議員によるハラスメントの事実調査
及び職場環境改善に係る第三者委員会」から
提案されたハラスメントの防止と職場環境改
善案

平成３０年１２月２１日に、「川越市議会のハラスメント根絶に関する決議」を可決しました。
決議の主な内容は次のとおりです。

決議第３号 川越市議会のハラスメント根絶に関する決議
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▼�
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則
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原
案
可
決
︱

　今
回
の
改
正
は
、
議
員
の

政
治
倫
理
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
協
議
す
る
た

め
新
た
な
協
議
の
場
と
し
て

議
員
倫
理
条
例
策
定
会
議
を

設
け
よ
う
と
す
る
こ
と
等
に

伴
い
、
規
則
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　12
月
18
日
、
会
議
が
開
催

さ
れ
、
正
副
委
員
長
の
互
選

を
行
い
ま
し
た
。

　委
員
の
構
成
は
次
の
と
お

り
で
す
。
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定
会
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　平成３０年１２月２１日、海沼秀幸議員、樋口直
喜議員、小高浩行議員に対する決議をそれぞれ可決
しました。
　３件に関わる決議の主な内容は次のとおりです。

決議第４号 海沼秀幸議員に対する問責決議
決議第５号 樋口直喜議員に対する問責決議
決議第６号 小高浩行議員に対する問責決議

決議の内容については、インターネット録画放送
（川越市議会ホームぺージから）または今定例会の
会議録（２月下旬頃から、川越市議会ホームページ
または図書館等で）よりご覧いただけます。

Ｑ　決議とは
Ａ�　議会の意思を市や市民など対外的
に表明するために行うものです。

議 会 の ミ ニ 知 識

　平成３０年９月１４日、本市女性職員（以下、女性
職員）より川越市議会に対し、当時男性市議会議員
（以下、元議員）からセクシャルハラスメントを含む
ハラスメント行為を受けたとの申し入れとともに、報
道陣に対して１回目の記者会見が行われ報道された。
　また、１０月１８日には女性職員と代理人弁護士に
よる２回目の記者会見が行われ、元議員宅で開催され
た宴席での会話を録音した音声データが公表されたこ
とに伴い、多くの新聞やテレビ番組で再び報道される
こととなった。
　川越市議会としては、女性職員からの申し入れを受
け、客観的な立場から元議員によるハラスメント行為
の事実確認と議会ならびに議会事務局の職場環境の改
善に向けた提言をいただくための外部委員３名による
第三者委員会を立ち上げ、調査を依頼した。
　平成３０年１１月２９日、川越市議会第５回定例会
の本会議散会後、議場において全議員出席の下第三者
委員会の調査報告を受けた。
　調査報告によると、元議員によるパワーハラスメン
トやセクシャルハラスメント行為５件が推認もしくは
該当するとされる中で、元議員の自宅で開催された宴
席に同席していた海沼秀幸議員、樋口直喜議員、小高
浩行議員の発言もセクシャルハラスメントに認定され
た。
　海沼秀幸議員、樋口直喜議員、小高浩行議員が行っ

たハラスメント行為は、被害を訴えた女性職員の尊厳
をおとしめ、心を深く傷つけたことはもとより、一連
のハラスメント問題が度々報道される過程で、川越市
民の名誉と川越市ならびに川越市議会の信用と信頼を
大きく失墜させた。
　海沼秀幸議員、樋口直喜議員は自身のセクシャルハ
ラスメントを認め謝罪したが、いまだに市民と議会へ
の説明を行わないことは公人としての資質を欠いてい
ると言わざるを得ない。
　小高浩行議員は、第三者委員会の指摘を受けた後、
自身の見解を表明するなど議会に対して十分な説明を
していない。公人として、自身に関する問題について
説明責任を果たすことは当然に求められることであ
る。
　川越市議会は、今回の事態を重く受け止め第三者委
員会から提言された職場改善に真摯に取り組んでいく
とともに、女性職員にハラスメント行為を行った海沼
秀幸議員、樋口直喜議員、女性職員にハラスメント行
為を行ったと指摘された小高浩行議員に対し、猛省を
求めるとともに、川越市民に対して公人としての責任
を果たすことを求める。

（注）�決議は各議員に提出されておりますが、まとめ
たものを掲載しております。
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　１１月２９日、今定例会の開会日
に議場コンサートを開催しました。
　今回は、平成２８年度川越市人材
発掘公開オーディションで選ばれた
団体の一つである「小江戸ブラスフ
ァイブ」により、「通りゃんせ」ほ
か３曲の演奏が行われました。

議 場 コ ン サ ー ト

　放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家
庭にいない児童に、放課後等に安全に安心して生活で
きるための遊びおよび生活の場を提供し、その健全な
育成を図るものである。児童の安全を確保するために
は、児童を見守る職員の体制が万全である必要があ
る。
　そのため、放課後児童クラブで突発的な事故等が生
じた場合、それに対応する職員のほか、その職員以外
の児童に対応する者が必要になるなどの理由から、職
員の複数配置が必要とされている。また、放課後児童
支援員等については、研修等により資質を向上させて
いくことが必要とされている。これらの職員の配置等
については、国が基準を定め、市町村が放課後児童ク
ラブに関する条例を定める際に従うべき基準とされて
いる。
　一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に
放課後児童クラブの人材不足の深刻化により支障が生
じているとして、当該従うべき基準の規制緩和を求め
る提案が地方から国に提出された。これを受け、国
は、当該従うべき基準を参酌化することについて、検
討している。
　仮に、当該従うべき基準を緩和して職員が１名で多
くの児童を受け持つことになった場合には、放課後児
童クラブの安全性が低下するおそれがある。そもそも

放課後児童クラブの運営にとって最優先すべきことは
児童の安全の確保であり、このための最低基準として
当該従うべき基準が定められたものである。これを単
に放課後児童クラブの人員の確保が難しいという理由
から緩和すべきではない。
　また、放課後児童クラブにおける児童の安全を確保
するためには、放課後児童支援員等の量的な確保とそ
の質の向上が不可欠である。そのため、国においては
経験等に応じた処遇改善を進めるための事業を始めた
が、その要件が厳しいことから事業の活用が進んでお
らず、放課後児童支援員等の処遇の改善はいまだ不十
分な状態である。
　よって、国においては、左記の措置を講ずるよう強
く求める。

記
１�．放課後児童クラブの職員配置基準等に係る従うべ
き基準については、児童の安全が確保されるよう堅
持すること。
２�．放課後児童支援員等について、給与等の処遇の改
善のさらなる対策を推進すること。
　右、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出
する。
　　　平成３０年１２月２１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　川越市議会

下記の意見書を、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、ほか関係機関宛てに送付しました。

今定例会の傍聴人数

次回もお待ちしております

平成30年川越市議会第5回定例会
合計84名の方が傍聴されました。

傍　　聴　　券

川　越　市　議　会

開　会　日…………… ………8名
議案質疑①…………… ………5名
議案質疑②……………… ………1名
一般質問①……………… …16 名
一般質問②……………… …19 名
一般質問③……………… ………6名
一般質問④……………… …16 名
最　終　日……………… …13 名

放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書
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国に対して「放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇
改善を求める意見書」の提出を求める請願書� ―採　択―
提出者　川越市松江町２－１２－９　　川越学童保育の会　会長　菊池　毅
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